
農業水利施設電気料金高騰緊急対策事業交付金交付要綱 

 

令和４年１２月１６日農地第４０２号 

 

（事業の目的） 

第１ 原油価格高騰や円安等の影響により電気料金が高騰していることに伴い農業水利 

施設の維持管理費用が例年に比べ大きく増加している。 

   加えて、米価低迷が続く中、コロナ禍において肥料や燃料・資機材等の高騰により

農作物の生産コストは増大しており、農業経営は厳しい状況にある。 

   このような中において、農業者の負担軽減に資するとともに農業水利施設の適切な

維持管理の確保を目的として、農業水利施設管理者に対して電気料金高騰対策として

農業水利施設電気料金高騰緊急対策事業（以下「本事業」という）により交付金を交

付するものである。 

なお、交付金の交付にあたっては、補助金等交付規則（昭和 32年島根県規則第 32

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（交付金交付対象者） 

第２ 交付金の交付対象者は、第３の交付金交付対象施設の管理者とする。 

 

（交付金交付対象施設） 

第３ 本事業の対象施設は、次の（１）から（３）をすべて満たすものとする。 

 （１）農事用電力Ａ、低圧、高圧のいずれかの電力を使用する農業水利施設（以下「水

利施設」という）であり、水利施設とは別表１に掲げる施設とする 

 （２）（１）の施設管理者が公共機関を除く民間事業者（土地改良区、水利組合等）で

あること 

 （３）（１）の電気料金についてその全額を国、県、市町村等の補助金等を充当してい

ないものであること 

 

（事業の内容及び交付金額） 

第４ 本事業の交付金額は、第５により算定した電気料金高騰額の１／２以内とし、１千

円未満は切り捨てる。 

 ２ 国、県、市町村等の補助金等を水利施設の電気料金の一部に充当している場合は、

その充当している金額を差し引いた金額を交付対象とする。 

 ３ 本事業による交付金は、令和４年度に限り交付するものとする。 

    

 



（電気料金高騰額の算定） 

第５ 算定の対象とする電気使用期間は令和４年４月請求分から令和５年３月請求分まで

の電気料金分（以下「対象電気使用量」という）とする。 

 ２ 算定は次の計算式による 

  （１）農事用電力Ａ（低圧）を使用する水利施設の場合 

電気料金高騰額＝対象電気使用量（kwh）×４．０４円 

  （２）農事用電力Ａ（高圧）を使用する水利施設の場合 

    電気料金高騰額＝対象電気使用量（kwh）×７．３７円 

  （３）低圧電力を使用する水利施設の場合 

    電気料金高騰額＝対象電気使用量（kwh）×４．０４円 

  （４）高圧電力を使用する水利施設の場合 

    電気料金高騰額＝対象電気使用量（kwh）×７．３７円 

 

（交付金交付申請） 

第６ 交付金の交付を受けようとするものは、様式第１号の交付金交付申請書に必要な書

類を添付して知事に提出する。 

 ２ 申請受付期日は次による。 

  （１）一次申請受付期日を令和５年１月末日とする。 

  （２）二次申請受付期日を令和５年３月１５日とする。 

 ３ 一次申請と二次申請に分割しての申請を認める。 

 

（交付の決定及び確定） 

第７ 知事は、第６により提出があった交付金交付申請について、適当と認められる場合

は、交付の決定及び額を確定し、様式第 2号により申請者へ通知する。 

 

（証拠書類等の保存期間） 

第８ 申請者は、申請の根拠となる関係書類を令和 10 年 3月末日まで保存しなければな

らない 

   

（その他） 

第９ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 

 

 附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 

 



別表１ 

第３（１）における水利施

設 

揚水施設、排水施設、ダム、頭首工、取水ゲート、排水

ゲート、ため池、加圧機場、その他知事が認めるもの 

 



様式第１号

〒    -

申請者住所  

申請者名
（法人は法人名・代

表者肩書・氏名）

担当者氏名

電話番号℡
（携帯電話）

Eメール（任意）

申請金額
（請求金額） 円 １.交付申請額計算表の金額と確認

記 提出有無
１．交付申請額計算表 ◯
２．電気代請求書（写） ◯
３．位置図 ◯
４．施設写真 ◯
５．口座振替申出書 ◯
６．預金通帳（写） ◯
７．高圧の電気工作物に関する年次点検結果（写）（高圧の場合は添付） ʷ
８．農業水利施設の証明書（農事用電力以外の契約は添付） ʷ

注１）１～６は提出必須。７・８は契約電力により任意提出。
注２）施設が複数あれば適宜複写して作成してください。

注４）当該施設が農業用以外の用途と混同する場合は、農業用目的分のみ申請できるもの

   とし、その振り分け根拠を送付すること。

令和  年  月  日 

交 付 金 交 付 申 請 書

農業水利施設電気料金高騰緊急対策事業

  島根県知事 丸山 達也 様

 交付金の交付を受けたいので、農業水利施設電気料金高騰緊急対策事業交付金交付要綱第６

の規定により、下記資料を添えて申請及び請求します。

 

 

 

 

 

注３）「使用電力量」は、令和４年４月請求分から令和５年３月請求分までを対象とする。

 



１．交付申請額計算表 ※記入するのは、電気の使用量（kwh）です。料金ではありません。ご注意ください
毎月の電気料金請求書の使用量を転記（４月の請求書の電気使用量を４月の欄に記入）。 申請者名 （単位：kwh）

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

1月 2月 3月

2月、3月の
電気使用量 2月（D） 3月（E)

合計
（F）=（D）+（E)

農事業電力
（低圧）

農事用電力
（高圧）

低圧電力

高圧電力

（上記の表に2月と3月の電気使用量を記入すると自動で値引き計算されます）

契約種別 合計使用電力量(A) 交付金単価(B)(円) (H)既補助金補助率(％)

農事用電力（低圧） 4.04 ←電気料金に対する市町村等からの補助金の補助率を記入ください

農事用電力（高圧） 7.37 （H)が50％以下の場合：交付申請額＝（G)×１／２

低圧電力 4.04 （H)が50％を超える場合：交付申請額＝（G)ー（G）×（H)

高圧電力 7.37 交付申請額 円

※１０００円未満切り捨て

電力料金高騰額（C）=(A)×(B)ー(F)×値引額(円) 電力料金高騰額 合計 (G)=(ΣC)(円)

2月、3月分については、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による値引き措置を考

慮する（農事業電力低圧（低圧）▲7.0円／kwh、農事用電力高圧（高圧）▲3.5円／

kwh）こととし、電力料金高騰額（C)から差し引くこと。

施設名 施設所在地 契約種別
令和４年

施設名 施設所在地 契約種別
令和５年

合   計 備考

黄色セルは、自動計算



1２．電気代請求書（写） 1

施設名１

適宜、様式を複写してください。

若しくは別途添付してください。

月別請求書を貼り付けてください。

複数施設あれば、それぞれでまとめてください。



1３．位置図 1

施設名１

手書き、既存の地図の貼り付けも可。

簡単な位置図を作成してください。

目印となる建物などを表示してください。

貼り付けでも別途添付でも可。



1４．施設写真 1

施設名１

施設名２

（建物内のポンプなど、どの様な施設か分かるようなもの）

施設アップ写真添付

施設アップ写真添付

（建物内のポンプなど、どの様な施設か分かるようなもの）

※複数あれば複写して作成してください。







1６．預金通帳（写） 1

申請者名

預金通帳のカナ口座名義が記載されたペー

ジの写しを貼り付けてください。

若しくは別途添付してください。



1７．高圧の電気工作物に関する年次点検結果（写） 1

若しくは別途添付してください。

施設名 １

高圧受電の場合は、保安設備の法定点検時

の報告書の写しを添付してください。

複数枚添付する必要はありません。

例）自家用電気工作物年次点検試験報告書

※点検者名が記載されたページを抜粋し添

付してください。



1８．農事用電力以外の契約の場合 1

 契約種別が農事用電力A以外の低圧及び高圧の

場合は、対象施設が農業水利施設であることの

証明となる図面（受益図面）等を提出してくだ

さい。

 併せて、その図面位置の全景写真を貼り付け

もしくは別途添付してください。

施設名 １



1 1

採択申請書を作成するにあたり事前に一読してください。

１．事業名

２．目的

３．対象施設 次のような農業水利施設

従量電灯は対象としません。

４．施設所在地

５．対象者 農業者が構成員となって農業水利施設を管理している団体及び個人。

（土地改良区、水利組合、農業法人、自治会、農家など）

６．対象期間 令和４年４月請求分から令和５年３月請求分

７．交付額 電力使用量×対象期間中の電力料金の値上がり分×１／２を交付。

単価は低圧と高圧、２種類に固定。千円未満は切捨。

但し、市単独事業など他からの補助金等を充当している部分は対象外。

2月、3月請求分については、国の特別措置に基づく値引きを考慮する

同一施設で他補助金等が充当されている場合は、それぞれの金額を確認できる資料を

提出してください。様式自由

８．提出が必要な申請書

提出してください。

９．採択申請書の提出期限

①一次受付〆切  令和５年１月３１日（火） 島根県庁必着

②二次受付〆切  令和５年３月１５日（水）   〃

※一次申請と二次申請を二回に分けて提出は可とします。

但し、予算額が上限に達した場合、二次申請は受付ができない可能性があります。

可能な限り一次申請で提出をお願いいたします。

１０．申請書の提出先

施設のある地域の市町村役場（別添のとおり）

１１．問い合わせ先

〒６９０ʷ８５０１ɻ松江市殿町１番地

島根県農林水産部農地整備課国営事業対策室

℡０８５２ʷ２２ʷ６５３８

１３．申請者許諾事項

・資料を審査するうえで、施設等を現地確認、聞き取り等する場合があります。

・電力料金の請求書等について、内容を電力会社に直接確認する場合があります。

・申請内容等について、県ＨＰ等で公表されることがあります。

１４．その他

採択申請書に定めた項目で必要なカ所に記載がないもの若しくは記載に誤りがあるもの、〆切

までに提出がない場合は、申請を無効とする場合がありますので、十分確認のうえ提出して

ください。

申請の注意事項

 島根県HPから【エクセル形式】の電子ファイルをダウンロードし、採択申請書一式を作成し、 

農業水利施設管理者に対する電力料金高騰対策として島根県より交付金を交付

農業水利施設電気料金高騰緊急対策事業

島根県内

揚水施設、排水施設、ダム、頭首工、取水ゲート、排水ゲート、ため池、加圧機場、その他

知事が認めるもの。



（様式第 2 号） 

 

指令農地第  号 

                             

       

       

 

様  

 

 

令和 年 月 日付けで申請のあった農業水利施設電気料金高騰緊急対策事業交付金について

は、下記のとおり交付決定並びに確定します。 

 

令和  年  月  日 

 

島根県知事 丸山 達也 

 

 

記 

 

１．交付金額      金              円 

 

   ２．交付条件 

      申請者は、申請の根拠となる関係書類を令和 10 年 3 月末日まで保存しなければな

らない 

 

 

 

                          

                        


